
変 更 前 変 更 後

第１章 総 則 第１章 総 則

（事業） （事業）

第５条 本協会は第１条の目的を達成するため次の事業を行う。 第５条 本協会は第１条の目的を達成するため次の事業を行う。

1. 建設業の技術及び経営の改善に関する調査研究、指導並び 1. 建設業の技術及び経営の改善に関する調査研究、指導並び

に奨励 に奨励

2. 建設業に関する法制及び施策の調査研究並びに建議 2. 建設業に関する法制及び施策の調査研究並びに建議

3. 建設業に関する情報、資料及び知識の収集並びに提供 3. 建設業に関する情報、資料及び知識の収集並びに提供

4. 建設業の社会的使命に関する宣伝啓発指導及び勧告 4. 建設業の社会的使命に関する宣伝啓発指導及び勧告

5. 関係機関及び団体との交渉連絡並びに提携 5. 関係機関及び団体との交渉連絡並びに提携

6. その他本協会の目的を達成するために必要な事項 6. 会員が有する未完成公共工事に係る工事請負代金債権の譲

渡を活用した融資事業

7. その他本協会の目的を達成するために必要な事項


